
日本語教育部会関係法令 

 

○国家行政組織法（昭和２３年７月１０日法律第１２０号）（抄） 

（審議会等） 

第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律

又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その

他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさど

らせるための合議制の機関を置くことができる。 

 

○文部科学省組織令（平成１２年６月７日政令第２５１号）（抄） 

（設置） 

第七十五条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会

等を置く。 

中央教育審議会 

教科用図書検定調査審議会 

大学設置・学校法人審議会 

国立研究開発法人審議会 

（中央教育審議会） 

第七十六条 中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした

豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項（第三号に規定

するものを除く。）を調査審議すること。 

二 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。 

三 文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項

を調査審議すること。 

四 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意

見を述べること。 

五 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（平成二年

法律第七十一号）、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）第五条の規定により読み替えて適

用する地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第五十八条第三項

の規定により読み替えて適用する労働基準法（昭和二十二年法律第四十九

号）第三十二条の四第三項、理科教育振興法（昭和二十八年法律第百八十六

号）第九条第一項、産業教育振興法（昭和二十六年法律第二百二十八号）、

教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）、独立行政法人大学改革

支援・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）第十六条の二第三項、
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学校教育法、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）及び日本語教育の

適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令

和五年法律第四十一号）第十五条の規定に基づきその権限に属させられた事

項を処理すること。 

六 理科教育振興法施行令（昭和二十九年政令第三百十一号）第二条第二項、

産業教育振興法施行令（昭和二十七年政令第四百五号）第二条第三項及び学

校教育法施行令（昭和二十八年政令第三百四十号）第二十三条の二第三項の

規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

２ 前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、

中央教育審議会令（平成十二年政令第二百八十号）の定めるところによる。 

 

○中央教育審議会令（平成１２年６月７日政令第２８０号） 

（組織） 

第一条 中央教育審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組

織する。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員

を置くことができる。 

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置

くことができる。 

（委員等の任命） 

第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科

学大臣が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科

学大臣が任命する。 

（委員の任期等） 

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了

したときは、解任されるものとする。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した

ときは、解任されるものとする。 

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

（分科会） 



第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所

掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりと

する。 

名称 所掌事務 

（略） （略） 

生涯学習分科会 

一～四 （略） 

五 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備

に関する法律（平成二年法律第七十一号）、社会教

育法（昭和二十四年法律第二百七号）及び日本語教

育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機

関の認定等に関する法律（令和五年法律第四十一

号）第十五条の規定に基づき審議会の権限に属させ

られた事項を処理すること。 

（略） （略） 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員

は、文部科学大臣が指名する。 

３ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任す

る。 

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 

５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会

長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決

とすることができる。 

（部会） 

第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことがで

きる。 

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる

部会にあっては、分科会長）が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があ

らかじめ指名する者が、その職務を代理する。 



６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において

同じ。）は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決と

することができる。 

（議事） 

第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなけ

れば、会議を開き、議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したも

のの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 

 

○日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関

する法律（令和５年法律第４１号）（抄） 

（審議会等の意見の聴取等） 

第十五条 文部科学大臣は、第二条第三項第二号の文部科学省令を制定し、又は

改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等（国家

行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。次

項において同じ。）で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 

２ 前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あら

かじめ、同項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。 

一 認定をするとき又は前条第二項の規定により認定を取り消すとき。 

二 第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令をす

るとき。 

 

○日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関

する法律施行令（令和５年政令第３２７号）（抄） 

（審議会等で政令で定めるもの） 

第一条 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定

等に関する法律（以下「法」という。）第十五条第一項の審議会等で政令で定

めるものは、中央教育審議会とする。 

 

○日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関

する法律施行規則（令和５年文部科学省令第３９号）（抄） 

（審議会等の意見の聴取） 

第七十五条 文部科学大臣は、法第四十九条第一項の認可、同条第三項の規定

による命令、法第五十五条若しくは第五十六条（これらの規定を法第六十五

条において準用する場合を含む。）の規定による命令又は法第六十三条第三



項の規定による命令をするときは、あらかじめ、法第十五条第一項の審議会

等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 

 

 


